
自立支援通訳派遣事業実施要綱（平成２６年４月要綱）  

 

 伊丹市自立支援通訳派遣事業実施要綱（平成２１年４月伊丹市要  

綱）の全部を改正する。  

（目的）  

第１条  この要綱は，中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住  

帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下  

「法」という。）第４条第１項の規定に基づき，中国残留邦人等  

に対する自立支援通訳派遣事業を実施することにより，永住帰国  

した中国残留邦人等の地域社会における自立の促進及び生活の安  

定を図ることを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱において「中国残留邦人等」とは，法第２条第１  

 項に規定する者及び法施行規則（平成６年厚生省令第６３号）第  

 １０条に規定する中国残留邦人の親族等であって，本邦に永住帰  

国した者をいう。  

 （事業内容）  

第３条  自立支援通訳は，次の各号に掲げる事項を実施するものと  

する。  

⑴  中国残留邦人等が巡回健康相談を受ける場合に おける通訳の  

実施に関すること。  

⑵  中国残留邦人等が医療機関で受診する場合に おける通訳の実  

施に関すること。  

 ⑶  中国残留邦人等が支援給付実施機関等の関係行政機関から ，  

援助を受ける場合における通訳の実施に関すること。  

 ⑷  中国残留邦人等が学校生活上生じた問題や進路について相談  

する場合における通訳の実施に関すること。  

 ⑸  中国残留邦人等が介護保険制度による介護認定及び介護サー  

ビスを利用する場合における通訳の実施に関すること。  

⑹  前号に掲げるもののほか，事業の実施に際し，特に必要と認  



める場合における通訳の実施に関すること。  

 （委嘱）  

第４条  市長は，次の各号に掲げる条件を備える者のうちから，ふ  

さわしいものを選任し，自立支援通訳を委嘱するものとする。  

⑴   中国残留邦人等の言葉と日本語との通訳の能力を有すると認  

められること。  

⑵  中国残留邦人等の援護に関し，理解と熱意を有すること。  

２  市長は，前項に基づき委嘱する自立支援通訳に対し，委嘱状を  

交付し，その身分を示す身分証明書（様式第１号）を交付するも  

のとする。  

 （任期）  

第５条  自立支援通訳の任期は，委嘱の日から委嘱した当該年度の  

年度末までとする。  

（解任）  

第６条  市長は，自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当すると  

 きは，解任することができる。  

 ⑴  業務遂行に支障があり，又はこれに堪えられないと認められ  

るとき。  

 ⑵  自立支援通訳としてふさわしくない行為があったと認められ  

るとき。  

（留意事項）  

第７条  自立支援通訳は，対象の中国残留邦人等の人格を尊重する  

 とともに，支援活動等により知り得た対象の中国残留邦人等の身  

上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。  

２  自立支援通訳は，事業の実施に当たって，伊丹市福祉事務所と  

緊密な連絡を保たなければならない。  

３  自立支援通訳は，第４条第２項に規定する身分証明書を携帯し，  

かつ，関係機関又は関係人からの請求があるときは，これを提示  

しなければならない。  

 （事業実施後の措置）  



第８条  福祉事務所長は，必要に応じて関係機関への協力要請を行  

い，自立支援通訳が実施した業務の実効を得るため，対象の中国  

残留邦人等に対し，必要な助言及び指導を実施することができる。

また，自立支援通訳に対しても必要な助言及び指導を実施するこ  

とができる。  

 （報告）  

第９条  自立支援通訳は，通訳その他業務を終了したときは，自立  

支援通訳業務実施報告書（様式第２号）を福祉事務所長に提出す  

るものとする。  

 （費用）  

第１０条  市長は，予算の範囲内において前条の自立支援通訳業務  

実施報告書により従事した日数に応じ，業務１日当たり９，３６  

０円を積算した額を費用として支給するものとする。ただし，１  

日当たりの業務時間が３時間に満たない場合は，４，６８０円と  

する。  

（事業実施根拠）  

第１１条  この事業は，平成１７年３月３１日付「セーフティネッ  

 ト支援対策等事業の実施について」（厚生労働省・社援発第０３  

３１０２１号）別紙「セーフティネット支援対策等事業実施要領」  

に基づき実施し，これら事業に係る 経費については，別に定める  

交付基準により算定された補助額の範囲内において実施するもの  

とする。  

（細則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な  

事項は別に定める。  

付  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２６年４月１日から施行する。  

 （この要綱の失効）  

２  この要綱は，厚生労働省が実施するセーフティネット支援対策  



 等事業が終了したときは，その効力を失う。この場合において，  

 経過措置に関し必要な事項は，新たに別で定める。  


